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　新型コロナウイルス感染症が広がる中、地

域医療を守るために感染予防対策をとりなが

ら患者さんの施術に対応していただいている

本会会員の皆様には心より敬意を表します。

　そして現在も、新型コロナウイルス感染症

の対応をなされている全国の医療従事者の皆

様にも、心から敬意を表すとともに深く感謝

申し上げます。また新型コロナウイルス感染

症によりお亡くなりになられた方々のご冥福

と、感染された皆様の一日も早いご快復を心

よりご祈念申し上げます。

　公益社団法人奈良県柔道整復師会も、昨年

からのコロナ禍により各種事業が中止や延

期、またはウエブ開催となりました。

　会員の皆様の施術所におかれましても、コ

ロナ感染症への恐怖から自宅に閉じこもりが

ちな患者さんも多く、我々の施術はリモート

でおこなえるものでなく、患者さんと対面し

話を伺い、患部に触れてこその仕事でもある

ことから、施術所内及び施術中の感染予防に

細心の注意をはらっていただきありがとうご

ざいます。幸いにも本会会員の施術所からの

クラスターの発生もなく、無事に新年度を迎

えられることに厚く御礼申し上げます。

　コロナ感染症はいずれ収まるでしょうが、

我が国は諸外国に例をみないスピードで少子

高齢化が進行しています。今後、団塊の世代

が７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年以降も

高齢者人口は増え続け、２０４２年の約３９００万人

でピークを迎え、その後総人口が減少する中

でも、７５歳以上の人口割合は増加し続ける、

世界に類を見ない超高齢者社会になることが

予想されています。

　高齢者数が増大していく中で、社会福祉資

源としての柔道整復師の役割は大きくなりま

す。接骨院・整骨院を利用しての介護予防機

能訓練、また待合室等を集いの場として地域

の皆様に活用してもらう、更には利用者の自

宅へ訪問しての介護予防機能訓練指導・運動

指導は、今後の介護予防施策にはなくてはな

らないもので、我々柔道整復師にこそふさわ

しい仕事です。

　また機能訓練指導員としての活動は、医師

の管理の下で行われるリハビリテーションと

異なり、介護支援専門員の作成するケアプラ

ンに基づいて行われるという特殊性があり、

医師の助言や他職種の意見を取り入れながら

機能訓練指導員としての資質を高め、適切な

機能訓練サービスを提供していくことが必要

新しい時代の柔道整復師のために

会長

川 口  貴 弘
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となります。

　以上のことを推進する目的として、機能訓

練指導員の関連職種団体と連携し、日本機能

訓練指導員協会が日整主導で設立され、令和

2年度には認定機能訓練指導員実務研修会が

東京と神戸にて、コロナ感染拡大予防に最大

の注意を払い、会場とウエブの2方式にて開

催することができました。今後はさらに上級

のコースであるアドバンスコースを設定し、

機能訓練指導員として即戦力となり、指導的

立場にたてる柔道整復師を目指してまいり

ます。

　まだ受講されておられない会員の方々も、

是非とも受講していただくようお願いいたし

ます。

　柔道整復師業界にも、制度自体が経年劣化

のように現代の価値観に合わなくなってきて

いるように、各種の問題がおこっています。

　残念なことですが、昨年も柔道整復師が不

正をおこない国民の信頼を失う事案もみられ

ました。

　このような間違った柔道整復師が増えるこ

となく、正しい柔道整復師には正しい評価が

される制度の構築が必要です。

　信用、信頼、信義、信念があってこその柔

道整復師であり、利他の精神が根底にあり、

国民のために尽くすことが、医療人でもある

柔道整復師本来の姿だと考えます。

　それを忘れ拝金主義の亡者となり、自分の

儲けだけを考える柔道整復師には、この業界

から退場させられる制度の構築が必要です。

　柔道整復師が健康保険を取り扱えるように

なったのも、柔道整復師は不正をしないとい

う国民との信頼関係があったからで、高い倫

理観をもつことは当然であり、国民にとって

必要不可欠な医療であるとの自覚を持ち、税

金でもある療養費を取り扱う以上、日本の伝

統医療としての柔道整復の技術と信念を守り

行政・保険者・国民との信頼関係を再構築す

るためにも、我々公益社団法人の会員がルー

ルメーカーとなり、自ら適正化を実践し、襟

を正し、驕ることなく、それをすべての柔道

整復師に示していくことが非常に重要だと考

えます。

　お互いに切磋琢磨しながらも患者の事を第

一に考え道徳は守り、品格を忘れぬようにし

なければなりません。

　守るべきものは守り、常に新しい形でも地

域に貢献することこそが、柔道整復師の発展

に繋がるのではないでしょうか。新しい可能

性に挑戦せず、無理だからとあきらめ現状を

肯定していくことは安定ではなく衰退です。

　新型コロナ感染症がどのような形で終息

し、その後はどのような社会生活になるのか

は解らないところですが、どのようになろう

とも公益社団法人奈良県柔道整復師会は柔道

整復師を守るために全力を尽くしてまいり

ます。

　国民のため、県民のため、地域の皆さまの

ために、力を合わせ未来の柔道整復師のため

に、不可能と言われることにも挑戦し続けま

しょう。

　今後とも公益社団法人奈良県柔道整復師会

の活動に、ご支援、ご協力を頂けますようよ

ろしくお願いいたします。
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　この度、令和2年秋の褒章で藍綬褒章をい

ただきましたことを心より感激しております。

　身に余る栄誉は、ひとえに皆様方の多年に

わたるご指導とご支援の賜物と深く感謝申し

上げます。

　昭和５６年に大和郡山市にて接骨院を開院し

て以来、４０年にわたり続けてこられましたの

も歴代会長はじめ会員の皆様のおかげであり

ます。

　このたびの受章は私一人がたまわったもの

ではなく、業界全体がいただいたもので、こ

れからも皆様のご恩情に少しでも応えること

ができるよう、全力で業界と地域社会のため

に努力したいと思います。

　これからも公益社団法人奈良県柔道整復師

会共々宜しくお願い致します。

（会長  川口 貴弘）

2019年2月

藍綬褒章受章
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コロナ禍ではありますが、会員の諸先生方には
　　　　感染予防を第一に、公益社団法人の会員として凛とした
　　　　　　　　柔道整復診療に精励下さいますようお願い致します！

副会長からのメッセージ

新型コロナウイルス感染症では、共存する生活様式へ変化していく
必要があると言われ、我々も日常だけでなく、業務でも研修会などを

はじめとして変化がみられています。
本会の事業も中止となり、ご不便をお掛けしていると思いますが、

今まで通り、または様式を変えて再開していけるよう努めてまいりたいと思います。
先を見通しづらい状況ではありますが、

皆さまのご健康と、平穏な日々が取り戻せるよう心から願っております。

米田博伸 副会長
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谷口祐次 副会長
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　第１５回文部科学大臣杯争奪日整全国少年柔

道大会（平成１８年）に、奈良県チーム副将と

して出場された新添悠司さんに当時を振り

返っていただいた。

　新添選手は、橿原市柔道クラブ所属の小学

６年生での大会参加である。

　決勝戦は福井県チームとの非常に緊迫した

試合となり、厳しい競り合いの中で、副将と

しての順番が回った。起死回生を狙って最後

に仕掛けた背負い投げが、掛け逃げになるの

かならないのか微妙な判断を要して審判の合

議となる。「指導」となれば試合運びに不利

になるのは間違いない。待つことが長く感じ

た約一分。「指導」にならなかったために、

その副将戦を引き分けで終えることが出来、

結果優勝したと鮮明に残る記憶を語る。

　当時の橿原市柔道クラブは、3時間の練習

が週3回で、柔道を１００回は辞めようと思う

くらいキツかったと語る。

　日整（日本柔道整復師会）の大会は、少年

時に出場した大会では唯一、他道場の選手と

の混合チームで、新幹線で東京に前日から向

かい宿泊して、文京区の講道館で試合をする

ために、いつもの対戦相手がこの時ばかりは

同チームメイトという経験も思い出深いと

いう。

　また同年に新添選手は、所属する橿原市柔

道クラブの先鋒として出場した、マルちゃん

杯全国大会でも優勝する輝かしい戦績を残し

ている。

　少年時代に、これら全国大会の決勝戦とい

う大舞台に立ち、計り知れないプレッシャー

を感じながら重責を務めることが出来た経験

は、その後の人生に大きく役立っていると

語る。

天理中学3年　団体５位

平安高校１年　団体　京都府春の選抜大会優勝

　　　　3年　個人　近畿ジュニア優勝

　　　　　　　　　　全国ジュニア５位

筑波大学2年　個人　全国ジュニア3位

　　　　　　　全柔連ジュニア強化選手となる

大学卒業後、大阪府警第１機動隊柔道特練員

となり現在に至る。

　今まで続けてきた柔道を活かすことのでき

る職業に就くこととなり、厳しい練習に耐

2019年2月

日整全国少年柔道大会を経験した選手は今
～かけがえのない経験から得たもの～

特別企画

新添悠司さん（２６歳）平成6年生まれ
現在講道館柔道四段
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え、大舞台も経験できたことで、仕事をする

上において、勝つために工夫し考えることの

大切さや、上達に近道はないこと、毎日コツ

コツの積み重ねることの大切さを知ることが

出来た。

　それにより、向上心と、継続力が身に付き、

現在の仕事にとても役立っていると語る。

　そんな彼も、現役を退き、今春からは指導

者となるという。術科指導者となり、配属先

の署で、大阪府民と大阪府警職員のどちらの

命も守るために、職員に逮捕術や護身術を指

導するという。

　また、その署では、少年柔道教室にも携わ

ることになる。自分を育ててくれた柔道に恩

返しをするつもりで、今度は子供たちに柔道

の素晴らしさを伝えていきたい、とても楽し

みだと語る。

あとがき　

　当時、小学生だった選手が、社会人となっ

て立派な活躍をする姿を拝見した時、青少年

の健全育成に務める本会広報部担当者とし

て、意義のある大会を開催出来ていることを

誇らしく、これからも継続して開催していく

責任を感じております。

　ご多忙な中、取材に快く応じて頂いたこと

に感謝申し上げますとともに、今後益々のご

活躍をご期待申し上げます。ありがとうござ

いました。

第15回日整少年柔道大会表彰式を終えた奈良県チーム（新添選手は左から2人目）
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コロナの影響で中止となった事業
第２４回池田整形外科技術検討会（令和2年５月）
令和2年度定時総会懇親会（令和2年６月）
第3回奈良県知事杯争奪奈良県少年柔道大会（令和2年６月）
第４回奈良県肩を考える会（令和2年７月）
第４６回近畿ブロック柔道大会（令和2年７月）
奈良県医師会との情報交換会（令和2年９月）
救護派遣事業（令和2年９月までの柔道関連・ドッチボール全般）
令和2年度奈良県柔道整復師保険講習会（令和2年１１月）
第２９回日整全国少年柔道大会（令和2年１１月）
第１０回日整全国少年形競技会（令和2年１１月）
第４４回日整全国柔道大会（令和2年１１月）
令和2年日本柔道整復師柔道高段者大会（令和2年１１月）
令和2年近畿少年柔道合同練習会（令和2年１１月）
第６０回池田整形外科症例検討会（令和2年１１月）
奈良マラソン２０２０救護（令和2年１２月）
第４５回定例学術講演会（令和3年2月）
協会けんぽ奈良支部との連絡協議会（令和3年2月）
第２７回奈良肩関節フォーラム（令和3年3月）
開催した事業（開催予定の事業）令和３年２月現在
理事会（令和2年５月以降はオンラインにて開催）
令和2年度定時総会（縮小にて開催）
斑鳩介護予防教室（縮小、時短にて開催）
第２９回日本柔道整復接骨医学会（令和3年１月に延期でリモート開催）
国保連との連絡協議会（随時）
入退会者等の登録改廃手続（随時）
保険個別相談（随時）
保険自主審査会（毎月１回）
新入会員指導（毎月１回）
国保、協会けんぽの各種保険者の公的審査委員会（毎月１回）
ＨＰ、facebookで、継続的に会員に向けてコロナウイルス感染症に関する情報発信（随時）
労災保険取扱に関する協議会（令和2年４月）
各会員への配布/サージカルマスク７０枚（令和2年５月）
各会員への配布/手指消毒用アルコール（令和2年６月）
各会員への配布/非接触型赤外線体温計、消毒用アルコール５Ｌ、卓上置き型アルコール用スプレーポンプ容
器、アルコール用スプレー容器、ムレンマスク（ダイヤ工業）2枚、サージカルマスク２０枚（令和2年９月）
自賠責取扱いに係る損保会社との協議会（令和3年3月）
健康保険組合連合会奈良連合会との連絡協議会（令和3年3月）

2019年2月

令和２年度の本会事業・関係事業

入 　 会　令和2年6月1日
氏 　 名　米川　莉永　先生
施 術 所　よねかわ接骨院
　 　 　　住所 〒634-0812  奈良県橿原市今井町3-10-58
　 　 　　TEL 0744-24-7412
　 　 　　FAX 0744-24-7412
出 身 校　明治東洋医学院専門学校

新入会員
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〈本会ホームページ・フェイスブックのQRコード〉

本会事業や新着情報など
携帯電話やスマートフォンからの
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まずは動画を
ご覧下さい

コロナ禍だからこそ

事業の経費と家計の見直しを！
こんな不安は
ありませんか？
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